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議員の寄付やお祝いなどは禁止されています。 議員は、お祭りの寄付、スポーツ大会の差し入れ、近所のお祝いなどや年賀状（答礼のための自筆によるものを除く）を
出すことが公職選挙法で禁止されています。また、議員に対する寄付の勧誘・要求も禁止されています。
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こ
の
度
、
第
70
代
の
草
津
市
議
会
議
長

の
要
職
に
就
任
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
中
嶋
昭
雄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
議
長

と
し
て
の
責
任
の
重
さ
を
痛
感
致
し
身
の

引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

　
議
会
に
求
め
ら
れ
る
課
題
に
対
し
て
、

市
民
の
視
点
に
立
っ
た
『
も
っ
と
身
近
な

議
会
へ
』
と
『
も
っ
と
確
か
な
議
会
へ
』

を
全
議
員
で
実
現
に
向
け
取
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　
私
た
ち
議
員
に
残
さ
れ
た
１
年
の
任
期

を
協
力
し
な
が
ら
、
議
会
運
営
に
努
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
自
身

も
、
よ
り
一
層
の
研
さ
ん
を
重
ね
、
草
津

市
議
会
議
長
と
し
て
の
職
責
を
全
う
し
て

ゆ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
の
絶

大
な
る
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
平
素
よ
り
草
津
市
議
会
会
派
草
政
会
に

対
し
ま
し
て
、
ご
支
援
賜
り
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
会
派
議
員
の
推
挙
に
よ
り
新

た
に
会
派
長
に
就
任
致
し
ま
し
た
西
田
剛

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
様
な
大
役
で
責
任

　
こ
の
た
び
草
津
市
議
会
役
員
改
選
に
お

き
ま
し
て
、
第
68
代
草
津
市
議
会
副
議
長

と
し
て
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
横

江
政
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
歴
史
あ
る
草
津
市
議
会
の
副
議
長

と
し
て
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
誠
に
光

栄
で
あ
り
、
そ
の
責
任
の
重
さ
を
痛
感
す

る
と
と
も
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
後
は
、市
民
の
皆
様
の
目
線
に
た
ち
、

新
た
な
発
想
に
お
い
て
、
議
会
改
革
を
推

し
進
め
、
ま
た
、
議
長
を
し
っ
か
り
と
支

え
、
副
議
長
と
し
て
の
職
務
を
全
う
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、今
後
、ま
す
ま
す
少
子
高
齢
化
が
進

む
中
に
お
き
ま
し
て
も
、
誰
も
が
住
み
良

い
草
津
市
と
な
る
よ
う
、
よ
り
一
層
の
議

会
運
営
が
進
み
ま
す
よ
う
精
神
誠
意
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

の
重
大
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

　
副
会
長
の
瀬
川
裕
海
議
員
な
ら
び
に
会

派
議
員
と
一
致
団
結
し
て
、
草
津
市
の
発

展
の
た
め
に
全
身
全
霊
で
挑
ん
で
参
る
決

意
を
新
た
に
致
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
草
政
会
は
、
同
志
議
員
14
名
か
ら
な
る

草
津
市
議
会
最
大
会
派
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
よ
り
謙
虚
に
な
り
、
他
の
会
派
の
意

見
も
大
切
に
し
な
が
ら
も
、
市
民
の
皆
様

の
負
託
を
受
け
た
会
派
議
員
に
よ
る
闊
達

　
今
後
と
も
市
民
の
皆
様
の
ご
指
導
、
ご

鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
９
月
定
例
会
に
て
、
議
員

選
出
の
監
査
委
員
と
し
て
全
員
一
致
で
選

任
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
監
査
委
員
は
、草
津
市
の
全
て
の
事
業
、

全
て
の
施
策
に
つ
い
て
確
認
し
、
市
民
の

大
切
な
税
金
が
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
精
査
し
ま
す
。

　
大
変
な
重
責
を
担
う
こ
と
に
改
め
て
身

の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

努
力
を
重
ね
て
い
き
、
市
民
の
皆
様
が
引

き
続
き
安
全
安
心
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
努

め
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
今
後
も
、
草
津
市
の
よ
り
よ
い
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
に“

誠
心
誠
意“
努
め
て
い

き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

な
議
論
を
も
っ
て
、
草
津
市
議
会
で
そ
の

役
割
を
果
た
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
私
た
ち
草
政
会
議
員
は
、
日
頃
よ
り
草

津
市
各
地
で
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
展

開
し
て
お
り
、
市
民
の
皆
様
に
と
っ
て
一

番
身
近
な
議
員
で
す
。
そ
ん
な
日
々
の
議

員
活
動
を
通
し
て
、
各
地
域
の
諸
課
題
を

皆
様
と
共
有
し
、
一
緒
に
課
題
解
決
に
努

め
る
事
、
そ
し
て
草
津
市
の
未
来
と
、
ま

た
喫
緊
の
課
題
に
対
し
て
皆
様
の
お
声
を

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
市
政
へ
と
繋
ぎ

実
現
し
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
本
分
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
私
た
ち
草
政
会
議
員
は
、
こ
れ
か
ら
更

に
、
市
民
の
皆
様
方
と
共
に
草
津
市
発
展

の
た
め
全
力
で
進
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
お
声
を
草
政
会
14
人

の
議
員
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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長
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徳
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拶
草
津
市
議
会

　
　会
長
　西 

田 

　 剛

草
津
市
議
会

　
　会
長
　西 

田 

　 剛

　決
ま
る

　決
ま
る

新
役
員

新
役
員

！！！！



ご意見・ご要望・お困りごとなど  ご連絡ください。
草津市議会草政会（草津市議会事務局内）　☎077-561-2413

詳しくはホームページをご覧ください。
https://k-souseikai.jp/

草津市議会 草政会

　８月30日、市民交流センターにて武村展英衆議院議員、小鑓隆史
参議院議員、自由民主党滋賀県議団に対して、草政会所属議員、市
長をはじめ市執行部で、令和５年度国及び滋賀県当初予算編成に対
する要望を行いました。国・県の厳しい財政の中でも、国・県・市
のパイプを活かし草津市の発展のために尽力してまいります。

　近年の地球温暖化により、世界各地で様々な異常気象が引き起こされています。日本国内にお
いてもこれまで経験したことがない異常気象、自然災害の発生が報告されており、私たちの生活
に多大な被害をもたらす脅威でもあります。そのため、昨年12月17日、山元宏
和議員の提唱により、草津市議会と草津市は共同で「草津市気候非常事態宣言」
を行い、ゼロカーボンシティを表明しました。地球温暖化による気候変動に対す
る危機意識を市民のみなさんと共有し、2050年カーボンニュートラルの実現を
目指し、今までの取組と併せて、新たな取り組みを進めることになります。

草津市気象非常事態（ゼロカーボンシティ）宣言を共同で表明草津市気象非常事態（ゼロカーボンシティ）宣言を共同で表明
草津市議会と草津市は地球温暖化対策に取り組みます草津市議会と草津市は地球温暖化対策に取り組みます

　旧統一教会の霊感商法の
被害、家庭崩壊、社会生活
の崩壊、未成年者保護など
の課題が改めて注目されて
おり、また関連する団体と
与野党拘わらず政治家との
かかわりについても問題視
されています。草政会では
国に対して以下の対応を行
うよう意見書を提案し、全会一致で可決されました。
●霊感商法に対して、より実効性の高い法改正を行うこと。
●反社会的な活動を行うカルト（セクト）の定義を定め、一定の活
動制限を可能とする法律の制定。

　9月27日　安倍晋三元総理の国
葬儀に際し、草津市議会では草政
会の申し出により、決算審査特別
委員会の開催前に本会議場におい
て、一部議員を除き黙とうを捧げ
ました。安倍元総理のご冥福をお
祈りいたします。

　市内飲食店や運動事業所と連携し、野菜の摂取量増加をめざし、120ｇ以上の野菜が
入った「草津ベジランチ」と、運動習慣の定着化のきっかけづくりをめざした「くさつ
運動チャレンジ」を実施しています。ぜひ、この機会においしく、たのしく、健幸づく
りをしましょう♪

旧統一教会に対する意見書提出旧統一教会に対する意見書提出

安倍元総理への
黙とう

９月９日（金）～11月30日（水）開催！！

草津市の健幸づくりを盛り上げよう！
「食と運動プロジェクト」～草津ベジランチ＆くさつ運動チャレンジ～
草津市の健幸づくりを盛り上げよう！

「食と運動プロジェクト」～草津ベジランチ＆くさつ運動チャレンジ～

　令和９年供用開始を目指し、草津・栗東市両市で
火葬場を整備することとなっています。火葬場を整
備・運営を行う行政事務組合が10月に設立されまし
た。組合には議会が設置され組合の予算、条例など
の審議、決定を行います。議員の定数は６名で各市
から３名ずつとなっており、草政会からは副議長と
して遠藤覚議員、監査委員として井上薫議員が選ば
れました。

草津栗東行政事務組合の設立

※火葬場整備基礎調査によるイメージ図

　「食と運動プロジェクマップ2022」
に掲載している事業参加25店舗でスタンプを２店舗
（飲食店・運動事業所で各１店舗ずつ）に参加して、
アンケートに答えて応募すると、45人に草津市産
の野菜や米などをプレゼント♪

　「#食と運動プロジェクト2022」などハッシュ
タグをつけて、Instagramに写真を投稿！
　優秀賞5人に素敵な草津市産の野菜ボックスを
プレゼント♪

＜フォトコンテスト開催！！！＞
インスタグラム

  

 
意見書第５号 

 
カルト（セクト

）活動を規制す
る法整備を求め

る意見書（案）
 

上記の議案を地
方自治法（昭和

２２年法律第６
７号）第１１２

条および草津市
議会会議規則（

平

成９年草津市議
会規則第２号）

第１４条の規定
に基づき、次の

とおり提出しま
す。 

 
  令和４年１０

月３日 

 
  草津市議会議

長 

    伊吹 達郎 様 

 
 提出者 

                      草津市議会議
員 

                       西田 剛 

 
 
賛成者 

                      草津市議会議
員 

                       西村 隆行 

                        

 
 
                        

                        

                        

 
                        

 

                        

                                  

                        

                                   

 

 

意見書第５号 
 

カルト（セクト）活動を規制する法整備を求める意見書（案） 

 献金などで社会問題を起こした世界平和統一家庭連合の霊感商法等の被害、家庭崩壊・社会生活

の崩壊、未成年者保護などの課題が改めて注目されることとなった。これらの課題は世界平和統一

家庭連合に限ったものではなく、他の宗教やその他の各種団体等においても存在するものである。

また、世界平和統一家庭連合や関連した国連ＮＧＯ団体（天宙平和連合・世界平和女性連合等）等

と与野党拘わらず政治家とのかかわりについて問題視もされている。 

霊感商法については、安倍政権下にて成立した「消費者契約法の一部を改正する法律」において

その被害は大きく改善されたとされているが、未だ発生している事は事実であり、より実効性の高

い法改正を含め引き続き被害の発生防止及び被害者の保護が求められる。 

反社会的活動を行うカルト宗教やセクト団体等に、善良な国民が捕り込まれ、被害者とならない

ようにするため、また、これら団体と政治との距離間を明確にするため、外国での事例の研究を行

い、日本における反社会的なカルト（セクト）の定義を定め、過激な団体に対して一定の活動制限

をかけるための法律の制定を求める。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

令和４年１０月３日 

滋賀県草津市議会 議長 伊吹 達郎 

 

衆議院議長 

  

 

 

 

あて 

参議院議長 

 

内閣総理大臣 総務大臣 
法務大臣 
文部科学大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全） 

国家公安委員会委員長 消費者庁長官 

 

 

 

国及び県予算編成要望国及び県予算編成要望
令和５年度


